
旧氏の振り仮名手続きフロー図

通知された旧氏の振り仮名と異なる読み方を請求する場合

①旧氏の振り仮名記載請求書

②本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）

③請求いただく旧氏の振り仮名を使用していることが分かる書類１点
（預金通帳、パスポート、社員証など）

を用意して窓口サービス課窓口又は郵送にて手続してください。

旧氏の振り仮名は正しいですか？

令和８年５月26日よりも前に旧氏の
振り仮名が記載された証明書（住民
票の写しなど）が必要ですか？

請求（届出）は必要ありません。 請求（届出）が必要です。

はい（正しい） いいえ（誤っ
ている）

いいえ（不要）


